
社会福祉施設における感染症等発生時の報告について 

 

市内の高齢者施設、障害者施設や保育所、認定こども園等において、下記の感染症が

発生し（疑いを含む）、その規模等が「報告基準」を満たす場合は、嘱託医に連絡の上、

保健所感染症対策担当への報告をお願いします。 

 

１ 報告対象 

 ・新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎が下記の基準を満たし

た場合 

 ・その他の感染症において、通常の発生動向を上回る場合 

 ・感染対策について相談が必要な場合 

 

２ 報告基準 

  次の⑴から⑶のいずれかに該当する場合は、保健所感染症対策担当まで報告をお願

いします。 

⑴ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は

重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

⑵ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又

は全利用者の半数以上発生した場合 

⑶ ⑴及び⑵に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の

発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

 

３ 報告様式 

感染症発生状況連絡票（様式１） 
保健所への報告をお願いします。 

集団発生報告書   （様式２） 

感 染 症 集 団 発 生 リ ス ト 

保健所への報告は原則不要です。 

※施設内の発生状況の整理に使用してください。 

※報告が必要な場合は、こちらから連絡します。 

 

４ 報告時期 

⑴  初回報告（第１報） 

感染症発生状況連絡票（様式１）と集団発生報告書（様式２）を「報告基準」に

該当することが判明次第、当日中（土日祝の場合は翌開庁日中）に報告してくださ



い。（※保健所へ報告する前に、貴施設の嘱託医に連絡し指示を仰いでください）   

⑵  経過報告（続報） 

集団発生報告（様式２）を感染症の種類に応じて、下記の内容を参考に定期的に

報告してください。ただし、経過の途中で重症患者が発生した場合や発生状況が異

常な場合（例：１日に１０人以上発生した場合等）は適宜報告してください。 

   （※報告終了の時期は、保健所から連絡させていただきます。） 

＜新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合＞ 

初発報告後、７日ごとに報告してください。 

閉鎖をされる場合は、決定次第、報告してください。 

＜感染性胃腸炎の場合＞ 

初発報告後、毎日報告してください。 

＜その他の感染症の場合＞ 

保健所の指示により報告してください。 

   

５ 報告方法 

  保健所への報告は、「電子メール」または「ファクス」にてお願いします。 

 

６ 報告様式 

  報告様式は、尼崎市ホームページに掲載しています。ダウンロードしてご使用くだ

さい。 

 

以 上   
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